遊んで学べるまち長久手観光ビジョンPR業務仕様書

１　委託業務名等

⑴　委託業務名
遊んで学べるまち長久手観光ビジョンPR業務
⑵　委託場所
長久手市内

⑶　履行期間
契約締結日の翌日から令和９年３月２３日まで

２　業務目的

本業務は、「遊んで学べるまち長久手 観光戦略プラン（以下「本プラン」という。）」の実行事業として、基本戦略A（共感を生むPR）、基本戦略B（体験プログラムの創出）、基本戦略D（おでかけ情報の発信）を実行するとともに、観光事業の専門人材を導入し、（一社）長久手市観光交流協会と連携・伴走することで、基本戦略F（戦略を実行できる体制づくり）の推進につなげることを目的とする。これにより、「遊んで学べるまち長久手」の観光イメージに対する機運の醸成及び観光コンテンツの認知拡大を図り、地域の魅力度向上に資する観光まちづくりを推進する。
３　業務全体共通
　⑴　本業務は、制作や広報のみを目的とした委託ではなく、本プランにおける観光事業の実装・立ち上げを担う伴走型業務とする。

⑵　業務の遂行にあたっては、発注者と協議を行いながら進めるものとし、各業務の実施については、必ず発注者の承認を得たうえで実行すること。

⑶　調整力及び伴走力を有しながら、（一社）長久手市観光交流協会（以下「協会」という。）と連携して事業を進行し、関係者が同じ方向を向いて観光戦略を実行できる状態を目指すこと。

⑷　業務全体を通じて、発注者及び協会と定期的に協議及び情報共有を行うこと。なお、協議及び共有の方法や頻度については、発注者が別途指示する。

⑸　愛知県内において着地型観光・体験型観光に実績を有する人材（有識者、DMC、ランドオペレーター等）を中心とした体制とし、長久手市の地域特性を踏まえた実効性の高い取組を行うこと。

⑹　PRツールのデザイン制作等については、可能な限り長久手市内又は愛知県内の人材を活用し、長久手市の地域特性、観光資源、暮らしの魅力を踏まえた業務を行うこと。
４　業務内容

⑴　「遊んで学べるまち」観光ブランドの形成・浸透【基本戦略A】

ア　ブランド整理及びキービジュアル等PRツールの制作

・本プランに掲げる「エンゲージメントメッセージ：やさしい未来をつくる」及び「ビジョン：暮らす人も訪れる人も遊んで学べる体験ができるまち」について、市民、協会、市、市内事業者等が共通認識として活用できるよう、観光イメージの考え方及び使い方の整理を行うとともに、協会や市の広報物、市内事業者による観光PR、市民向けの周知・機運醸成、県内外のDMC等による長久手市観光の紹介での活用を想定した、「遊んで学べるまち 長久手」を象徴するキービジュアル等を制作する。

　　・なお、当該キービジュアルは、単年度で消費されるものではなく、本プランの実行に伴い、複数年度にわたって活用可能な汎用性及び展開性を有するものとする。
⑵　体験プログラムの創出・強化【基本戦略B】

ア　新規体験プログラムの創出及び磨き上げ

・令和７年度に実施した「ながくてラーケーション」を踏まえ、新たな体験プログラムの創出に向け、協会会員を中心に、令和７年度に未参画であった事業者の発掘及び参画促進を支援する。

・あわせて、令和７年度に創出された体験プログラムについて、内容の再設計、価格、所要時間、提供方法の整理等を行い、商品性を高めるための磨き上げ支援を行う。

・なお、体験内容は「遊び」と「学び」の要素を併せ持ち、長久手市の暮らし・文化・地域資源を活かしたものとし、令和７年度の「ながくてラーケーション」での体験プログラム数（6プログラム）から、最低でも5プログラム以上増加させること。
⑶　体験プログラムの情報発信・市場流通支援【基本戦略D】

ア　プロモーション、販路接続及び流通支援

・⑴の業務で制作したキービジュアル及びコンセプトを活用し、体験プログラムの魅力が効果的に伝わる情報発信を行うとともに、大手OTA、愛知県内の地域DMC、ランドオペレーターの予約サイト等を含め、特定のプラットフォームに依存しない多様なチャネルでの掲載及び流通に向けた事業者支援を行い、利用者との接点が増える状態を構築すること。
⑷　業務報告書作成業務

業務全体の進行等をまとめた成果を業務報告書として提出すること。
５　成果物
⑴　キービジュアル等PRツール

　・デザインデータ（Illustrator等の編集可能データ及びPDFデータ）

　・パンフレットベース（A4カラー両面1枚、500部）
⑵　新規・改良体験プログラム（5プログラム以上）
⑶　体験プログラムの流通・掲載状況の整理及び支援に関するまとめ
⑷　協会と共有可能なブランド及び体験創出の考え方に関するまとめ
　⑸　その他本業務上作成した資料一式 １部

　⑹　上記⑴～⑸の電子データ一式（CD-ROM等へ格納）　１式
６　その他

⑴　業務を遂行する上で必要な書類については、長久手市から貸与するものとし、

貸与された資料の管理を徹底するとともに、業務修了後に返却すること。

⑵　作業の進捗状況について、随時、長久手市へ報告すること。

⑶　業務中に知り得た情報等を他に漏らしてはならない。

⑷　長久手市の要望に合わせて、常に情報交換できる体制を確立すること。

⑸　成果品については全て長久手市に帰属するものとし、長久手市の許可無く他に公表・貸与・使用してはならない。

⑹　業務中、本業務に関する最新の情報取得に最大限努めること。また、情報取得の遅れにより、業務に支障がでることの無いように留意すること。
⑺　受注者は個人情報の保護に十分注意すること。

⑻　業務履行時における不測の事項については、発注者及び受注者と協議のうえ調整するものとする。
⑼　社会情勢及び天災等、不可抗力の発生に伴う対応については、発注者及び受注者と協議のうえ調整するものとする。
⑽　当該業務の履行にあたっては、長久手市業務委託契約約款の内容を遵守して行うこと。
